
 

債権回収会社（サービサー）の業務状況について（概要） 

 

 

 平成27年12月31日現在において営業を行っているサービサーに対し，その業務状況

について調査した結果は，次のとおりです。 

 

 

第１ サービサーの状況（H27.12.31 現在） 

 １ 営業会社数         86 社 【表１－１】 

   前回調査時（H26.12.31 現在）は 90 社で，４社減少しました。 

 

 ２ 累積取扱債権数   １億 4,761 万件 【表１－２】 

   当期取扱債権数は 1,002 万件（譲受 57.6 万件，受託 944.7 万件） 

   取扱債権数は，前期の 988 万件から 1.5％増加し，平成 23 年以来，４年ぶり

に 1,000 万件を上回りました。 

 

 ３ 累積取扱債権額    396.7 兆円 【表１－３】 

当期取扱債権額は 15.2 兆円（譲受 1 兆 8,306 億円，受託 13 兆 3,409 億円） 

取扱債権額は，前期の 18.5 兆円から 17.8％減少し，平成 24 年以来，３年ぶり

に減少に転じました。 

 

 ４ 累積回収額    45 兆 5,674 億円 【表１－４】 

   当期回収額は２兆 607 億円（譲受 1,073 億円，受託１兆 9,534 億円） 

回収額は，前期の１兆 9,653 億円から 4.9％増加し，平成 25 年以来，２年ぶり

に２兆円を上回りました。 

 

（注）１ 取扱債権数等の推移は【表２－１】のとおりです。また，当期取扱分及び

その譲受と受託の内訳は【表２－２】のとおりです。 

   ２ これらの各データを出資母体等別に見ると【表３】のとおりです。 

   ３ 累積取扱債権数，累積取扱債権額及び累積回収額は，サービサーが，営業

開始から（H11.2.1 サービサー法施行日以降）債権の管理回収の委託を受け

たもの及び譲り受けたものの累計です。 

   ４ 当期とは，平成 27 年１月１日から平成 27 年 12 月 31 日までを指し，以下

の項番でも同様とします。 

 

第２ 当期における特定金銭債権の取扱実績（H27.1.1～H27.12.31） 

 １ 全体 

   当期における特定金銭債権の取扱債権数及び取扱債権額を，種類別（該当条項



別）に見た主な占有率は，次のとおりです。 

  (1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表４－１】 

    当期における取扱債権のうち，金融機関等が有する又は有していた貸付債権

（１，２号）が全体の 57.4％を占めており，次いでリース・クレジット債権（４

～７号の２）が 34.7％を，求償権その他（３，15，20～22 号）が 7.7％を占め

ています。 

  (2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表４－２】 

    当期における取扱債権額のうち，金融機関等が有する又は有していた貸付債

権（１，２号）が全体の 88.7％を占めており，次いで求償権その他（３，15，

20～22 号）が 7.1％を，流動化関連債権（８～14 号）が 2.1％，リース・クレ

ジット債権（４～７号の２）が 2.0％を占めています。 

 ２ 出資母体等別占有率 

当期における特定金銭債権（種類別 (該当条項別) ）の取扱債権数及び取扱債

権額を，出資母体別に見た主な占有率は，次のとおりです。 

  (1) 取扱債権数に占める種類別割合 【表４－３】 

   ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権（１，２号） 

信販･貸金･リース系64.3％，金融機関系30.5％，不動産･独立系･その他4.9％                                   

   イ リース・クレジット債権（４～７号の２） 

不動産･独立系･その他73.8％，信販･貸金･リース系15.6％，金融機関系10.6％                                   

   ウ 流動化関連債権（８～14 号） 

不動産･独立系･その他 50.6％，外資系 41.5％，金融機関系 4.1％ 

   エ 倒産関連債権（16～19 号） 

不動産･独立系･その他49.3％，信販･貸金･リース系42.1％，金融機関系7.1％                                   

   オ 求償権その他（３，15，20～22 号） 

不動産･独立系･その他63.7％，信販･貸金･リース系20.8％，金融機関系13.6％                                   

  (2) 取扱債権額に占める種類別割合 【表４－４】 

   ア 金融機関等が有する又は有していた貸付債権（１，２号） 

金融機関系67.2％，不動産･独立系･その他22.9％，信販･貸金･リース系7.3％                                   

    イ リース・クレジット債権（４～７号の２） 

不動産･独立系･その他45.6％，信販･貸金･リース系34.3％，金融機関系19.8％                                   

   ウ 流動化関連債権（８～14 号） 

不動産･独立系･その他71.1％，外資系13.4％，信販･貸金･リース系9.9％                                   

   エ 倒産関連債権（16～19 号） 

不動産･独立系･その他39.9％，信販･貸金･リース系32.0％，外資系22.1％                                   

   オ 求償権その他（３，15，20～22 号） 

不動産･独立系･その他74.4％，信販･貸金･リース系16.0％，金融機関系8.3％                                   

 

（注） 種類別（該当条項別）とは，サービサー法第２条第１項各号の特定金銭債権

を種類別に区分したものです。 

 

第３ 当期における特定金銭債権の回収実績（H27.1.1～H27.12.31） 

 １ 物的担保付き債権の手法別回収状況 【表５－１】 

債務者弁済によるものが 75.5％，任意売却によるものが 10.6％，競売による



ものが 5.6％を占めており，その余の回収手法によるものが 8.5％（債権譲渡 4.6

％，保証人弁済 2.4％，第三者弁済 0.3％，破産等配当 0.2％，代物弁済 0.1％，

その他 0.9％）となっています。 

 ２ 物的担保なし債権の手法別回収状況 【表５－２】 

債務者弁済によるものが 84.3％，保証人弁済によるものが 10.1％を占めてお

り，その余の回収手法によるものが 5.6％（破産等配当 1.4％，第三者弁済 0.8

％，強制執行 0.7％，債権譲渡 0.6％，その他 2.1％）となっています。 

 

第４ 各サービサーからの業況等に関する主なコメント 

 １ 取扱債権額の増減の原因に関するコメント 

(1)  当社の主要取引先である金融機関においては，「金融円滑化法」が終了とな

った一方で「経営者保証に関するガイドライン」が施行されるなど，依然とし

て債務者等の保護や再生に関わる規制等が働いたことに加え，不良債権比率の

更なる改善，不動産市況の高騰に伴う担保処分による債権回収の進展などが影

響し，特定金銭債権の売却姿勢に大きな変化は見られませんでした。譲渡対象

の特定金銭債権についても，いわゆる再建型の回収条件が付されるなど，個社

としての独自性をデューデリジェンス結果に反映し難い案件や，弁済継続型で

ある正常債権の割合が増えたこともあり，担保処分型の債権回収を主要な事業

ドメインとする当社にとって苦境が続く結果となりました。 

(2)  平成27年における不良債権市場では，景気動向がおおむね堅調であったこと，

金融再生法開示債権残高が更に減少したこと，及び暫定的な計画策定によって

貸付条件変更等を受けた債権が市場に流通しなかったこと等を要因として，債

権回収会社間の激しい競争が続くこととなりました。そのため，譲受回収業務

においては落札価格の高止まり，受託回収業務においては受託手数料率の低下

傾向がより顕著なものとなっております。譲受回収業務について，当社では「中

小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律」の期限

到来以降，従来譲り受けてきたグループ企業の保有するクレジットカード債権

等に加え，グループ外企業の保有する法人向け融資債権の積極的な譲受けに取

り組んで参りました。その結果，全国の金融機関への入札参加及び落札を実現

することができました。 

    (3)  従来よりもバルク市場の縮小は加速度を増し，特に金額のかさむ有担保案件

は少なくなり，無担保案件も少額の案件で占められております。これにより，

競合他社の入札価格は当社の経営努力では補えないほどに高騰しており，当社

も保有資産残高の減少を最低限で食い止めるのが精いっぱいの状況です。この

ため，個別の案件単価の縮小と落札率の低下を間口拡大で補うべく，新規買取

可能先の開拓に注力しておりますが，競合他社も取り巻く環境は同じであり，

量の不足をチャネルの拡大で補うまでには至っておりません。 

２ 短期的な展望に関するコメント 

(1)   短期的には，金融政策による景気下支え効果もあり不良債権の減少及び顕在

化が遅れ，サービサー間の価格面を中心とした競争激化が続くものと思われま

す。業種間，企業間，地域間で景況感に差があり，景気対策効果の格差が拡大

している状況です。ゼロ金利等で金融情勢が変化しつつありますが，受託・譲

受債権ともに件数・債権額は低調に推移すると思われ，事業収益性の悪化が懸



念されます。 

(2)   不良債権市場においては，金融円滑化法終了後約３年経過しようとする現在

も金融機関に対して「貸付条件の変更等の実施状況の自主的な開示」が要請さ

れているなど，実質的には法律の精神が継続されているため，債権売買の案件

数も限定的であり，限られた案件に対する入札競争は激化し，買取価格の高止

まりが生じているため，新規に受託債権残高を積み上げることが難しい状況に

あります。金融機関が抱える潜在的な不良債権（要注意先以下の債権）は平成 

27年３月期で63兆円に上ると言われているものの，短期的にはこれらが市場に

放出される可能性は低いと考えております。 

３ 中・長期的な展望に関するコメント 

(1)   日本経済は，安倍政権の掲げる「大胆な金融緩和」政策による大幅な円安，

株高が進み，景気は着実に回復基調にあります。特に不動産市況においては，

平成 32年の東京オリンピック開催を大きな軸として，金融機関からのファイナ

ンス条件が良好なことを背景とし，不動産への投資が活発化し，市況は着実に

回復してきております。債権市況については，近年の低調な状況と比較すれば，

中期的に上向くものと見ておりますが，経済が回復基調にあることからサービ

サーにとっては厳しい環境が当面は続くものと考えられます。また，近年，民

事再生や事業再生案件も増加し，サービシング自体も単なる回収管理から，リ

ファイナンス，債務免除，債務株式化等の様々な手法により，債務者の再生に

寄与するコンサルティング型サービシングへと質の転換が求められてきており，

その対応が当社としての事業存続の成否を握ると考えております。 

(2)   中小企業等金融円滑化法は終了したものの，依然として，中小企業・小規模

事業者に対する再生支援への取組は継続して行われていくものと予想しており

ます。一方で，事業の持続可能性が見込めない企業に対する債権を始め，加熱

気味の住宅ローン市場，クレジットカードや銀行等カードローンの保証事業が

拡大している個人ローン市場から不良債権が放出されてくるものと想定されま

す。そのような外部環境の展望を踏まえ，首都圏及び主要な地方都市圏に対す

る，効率的・効果的な営業展開を継続し，事業者向け無担保債権を中心に，居

住用不動産担保付債権，住宅ローン債権及び小口リテール債権をバランス良く

確保することにより，堅実な経営と安定した収益維持に努めてまいります。ま

た，サービサー法改正等関連法令の動向に注視しつつ，新たな役割，サービス

の提供を視野に取り組んでまいります。 

４ その他業務運営に関するコメント 

(1)   公金債権への取組については，地方自治体が有する高度化資金等の管理回収

業務等，法人向け債権の管理回収ノウハウを活用した業務体制を背景に，現在

も積極的に営業活動を継続しております。公金債権においては，各自治体等で

業務要件や委託ニーズが様々であり，オーダーメードの業務体制となるため，

対応し得る要員の確保，育成を継続して行っていく所存です。 

(2)   被災地支援を含む事業再生に関しましては，お客様の状況等に応じ，債務減

縮・債権放棄・債権譲渡（株式会社東日本大震災事業者再生支援機構）等を実

施することにより，お客様の再生を支援しております。 

(3)   反社会的勢力の排除については，従来の債権購入時，債権売却時，外部委託

等新規取引における排除に加え，債務者等が反社会的勢力に該当した場合の対



応について，態勢を構築しました。具体的には，債務者等との和解時において

は当該債務者等が反社会的勢力でないかチェックすること，債務者等が反社会

的勢力であると判明した場合は，経営陣へ報告する態勢としたこと，反社会的

勢力である債務者等の対応については取締役弁護士の協議の上，代表取締役が

決定する態勢としました。 

(4)   弊社は，親会社を含めグループとして反社会的勢力（以下，反社という）関

与の債権は購入及び受託をしないとの方針から，デューデリジェンスの段階か

ら反社のチェックを行っております。その段階で反社の関与が判明した該当先

は，セラーに対し売却対象からの除外要請を行います。除外対応できない場合

は対応可能投資家及びサービサー等への譲渡等，個別に協議し，慎重に対応を

決めております。受託・購入済の案件に関しましては担保処分時に購入者・仲

介業者，債権譲渡時には譲渡先，債務免除・条件変更の場合は債務者及び保証

人等の利害関係者についての反社のチェックを行い反社への利益供与となるお

それのある取引を未然に防いでおります。また，債権譲渡契約及び債務免除契

約には暴力団排除条項を導入しております。 

 

 

 

 

（問い合わせ先） 

  大臣官房司法法制部審査監督課 

  電話 ０３－３５８０－４１１１（内線5914，5915） 

 

 



※１　平成25年分までは，譲受と受託の合計であり，平成26年分から，受託と譲受の別を示した。なお，内訳の詳細は【表２－２】を参照のこと。

※２　取扱債権額及び回収額についても上記１と同様である。

※営業会社数を除き，数値はいずれも概数である。
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サービサーの状況（平成11年２月１日～平成27年12月31日)

【表１－１】
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【表１－４】



取扱債権数（件） 取扱債権額（千円） 回収額（千円）

150,254 7,539,183,825 139,404,505

1,309,016 11,520,834,775 670,382,812

2,539,481 31,911,219,826 1,317,622,317
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H21.1～12

H22.1～12

H23.1～12

H24.1～12

H25.1～12

H26.1～12

H15.1～12

H16.1～12

H17.1～12

H18.1～12

H19.1～12

H20.1～12

取扱債権数等の推移

H11.2～12

H12.1～12

H13.1～12

H14.1～12

年次別取扱債権額等【表２－１】

（件） （千円） （人） （千円）

423,377 107,276,347

取扱債権数 取扱債権額 債務者数 回収額

100.0% 100.0%

当期取扱債権額等(a)+(b) 10,022,848 15,171,493,280 8,972,200 2,060,676,116

うち譲受債権(a) 576,038 1,830,560,535

95.3% 94.8%

うち受託債権(b) 9,446,810 13,340,932,745 8,548,823 1,953,399,769

当期取扱債権額等における譲受と受
託の割合(c)+(d) 100.0% 100.0%

当期（平成27年１月１日～12月31日）取扱分【表２－２】

うち譲受債権(c) 5.7% 12.1% 4.7% 5.2%

うち受託債権(d) 94.3% 87.9%



出資母体等別サービサーの状況

（平成27年12月31日現在）

（件） （千円） （人） （千円）

社

社

社

社

社

社

※

　　　　　　　　業務状況
出資母体等別

取扱債権数 取扱債権額 債務者数 回収額

金 融 機 関 系 18 48,981,050 206,669,792,356 39,867,426 22,535,683,198

信販･貸金･リース系 19 61,784,975 59,643,568,475 57,813,299 7,645,576,708

外 資 系 5 950,162 65,893,083,957 751,714 9,451,372,629

管 理 組 合 系 0 3,725,457 1,509,060,714 3,743,280 40,013,266

不 動 産 ･ 独 立 系 ･そ の他 44 32,167,450 63,032,879,372 30,278,960 5,894,764,727

合　　　計 86 147,609,094 396,748,384,874 132,454,679 45,567,410,528

累計【表３】

　業務状況について，取扱債権数，取扱債権額，債務者数及び回収額は，サービサーが，債権の管理回収の委託を受けたもの
及び譲り受けたものの合計で，営業開始から（平成11年２月１日，債権管理回収業に関する特別措置法施行日以降）の累計で
す。
　また，出資母体等別会社数は調査時現在（平成27年12月31日現在）の営業会社数です。
　（現在，管理組合系に分類される会社はありませんが，過去の取扱実績として計上しております。）



１　全体

※

当期における特定金銭債権の取扱実績(平成27年１月１日～平成27年12月31日)

出 資 母 体 等
及 び 種 類

取扱債権数 取扱債権額 債務者数

（件） （千円） （人）

金

融

機

関

系

金融機関等が有する又は有していた貸付債権 1,769,702 10,000,554,186 1,385,859

リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 債 権 369,889 65,670,480 280,804

流 動 化 関 連 債 権 498 19,643,924 229

倒 産 関 連 債 権 332 1,285,620 247

求 償 権 そ の 他 106,213 99,617,871 68,787

計 2,246,634 10,186,772,081 1,735,926

・

リ

ー

ス

系

信

販

・

貸

金

金融機関等が有する又は有していた貸付債権 3,737,178 1,084,306,567 3,591,517

リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 債 権 547,621 114,053,192 226,146

流 動 化 関 連 債 権 465 34,663,090 557

倒 産 関 連 債 権 1,969 6,845,881 1,895

求 償 権 そ の 他 163,118 190,168,932 136,452

計 4,450,351 1,430,037,662 3,956,567

外

資

系

金融機関等が有する又は有していた貸付債権 20,506 400,222,297 18,683

リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 債 権 1,139 1,137,341 918

流 動 化 関 連 債 権 5,043 47,099,836 4,758

倒 産 関 連 債 権 68 4,738,651 37

求 償 権 そ の 他 14,713 15,602,334 14,679

計 41,469 468,800,459 39,075
系

・

そ

の

他

不

動

産

・

独

立

金融機関等が有する又は有していた貸付債権 282,674 3,406,801,094 300,522

リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 債 権 2,586,536 151,499,294 2,551,909

流 動 化 関 連 債 権 6,160 249,519,682 5,016

倒 産 関 連 債 権 2,302 8,536,435 2,462

求 償 権 そ の 他 499,069 888,656,034 469,137

計 3,376,741 4,705,012,539 3,329,046

合

計

金融機関等が有する又は有していた貸付債権 5,810,060 14,891,884,144 5,296,581

リ ー ス ・ ク レ ジ ッ ト 債 権 3,505,185 332,360,307 3,059,777

流 動 化 関 連 債 権 12,166 350,926,532 10,560

倒 産 関 連 債 権 4,671 21,406,587 4,641

求 償 権 そ の 他 783,113 1,194,045,171 689,055

計 10,115,195 16,790,622,741 9,060,614

　複数の債権の種類に該当するものは，各々の種類に重複して計上しているため，【表３】「出資母体等別サービサーの状況」の「うち当期取扱債権額等」に計上されている
数値とは一致しません。

[例 　金融機関等が有する貸付債権が流動化対象債権となった場合は，「金融機関等が有する又は有していた貸付債権」及び「流動化関連債権」にそれぞれ計上しています。]

金融機関等が有す

る又は有していた

貸付債権

57.4%

リース・クレジッ

ト債権

34.7%

流動化関連債権

0.1%

倒産関連債権

0.1%

求償権その他

7.7%

取扱債権数に占める種類別割合【表４－１】

金融機関等が有す

る又は有していた

貸付債権

88.7%

リース・クレジッ

ト債権 2.0%

流動化関連債権

2.1%

倒産関連債権

0.1% 求償権その他

7.1%

取扱債権額に占める種類別割合【表４－２】

取扱債権数 10,115,195件

取扱債権額 16,790,622,741千円



２　出資母体等別占有率

（１） 取扱債権数に占める種類別割合【表４－３】

（２） 取扱債権額に占める種類別割合【表４－４】

外資系

41.5%

流動化関連債権

不動産・独立

系・その他

50.6％

金融機関系

4.1％

信販・貸金・

リース系

3.8％
外資系

0.4%

金融機関等が有する又は

有していた貸付債権

不動産・独立系・その他

4.9％

リース・クレジット債権

取扱債権数 3,505,185件

外資系

0.1％

外資系

1.5%

倒産関連債権

不動産・独立

系・その他

49.3％

金融機関系

7.1％

信販・貸金・

リース系

42.1％

外資系

1.9%

求償権その他

金融機関系

13.6％

信販・貸金・

リース系

20.8％

外資系

2.7%

金融機関等が有する又は

有していた貸付債権

不動産・独立

系・その他

22.9％

信販・貸金・

リース系

7.3％

金融機関系

67.2％

外資系

0.3%

リース・クレジット債権

不動産・独立

系・その他

45.6％

金融機関系

19.8％

信販・貸金・

リース系

34.3％

外資系

13.4%

流動化関連債権

金融機関系

5.6％

不動産・独立系・その他

71.1％

信販・貸金・

リース系

9.9％

外資系

22.1%

倒産関連債権

金融機関系

6.0％

信販・貸金・

リース系

32.0％

不動産・独立

系・その他

39.9％

求償権その他

取扱債権額

1,194,045,171千円

信販・貸金・

リース系

16.0％

不動産・独立系・その他

74.4％

外資系

1.3％

取扱債権数 5,810,060件 取扱債権数 12,166件 取扱債権数 4,671件 取扱債権数 783,113件

取扱債権額

14,891,884,144千円

取扱債権額

332,360,307千円

取扱債権額

350,926,532千円
取扱債権額

21,406,587千円

金融機関系

30.5％

信販・貸金・リース系

64.3％
不動産・独立系・その他

73.8％

信販・貸金・

リース系

15.6％

金融機関系

10.6％

不動産・独立

系・その他

63.7％

金融機関系

8.3％



１　物的担保付き債権の手法別回収状況【表５－１】
（単位：千円）

２　物的担保なし債権の手法別回収状況【表５－２】
（単位：千円）

147,558,468

合 計 3,191,064 386,562,858 46,218,765 3,770,767 18,793,964 458,537,418

不動産・独立系・その他 1,396,787 115,908,992 17,598,511 1,849,204 10,804,974

7,713,792外 資 系 197,785 6,965,232 242,509 33,889 274,377

信販・貸金・リース系 1,458,051 92,391,344 4,168,297 827,229 1,867,439 100,712,360

金 融 機 関 系 138,441 171,297,290 24,209,448 1,060,445 5,847,174

　　　　　　回収の手法
出資母体等

物　的　担　保　な　し　債　権
合　計

強 制 執 行 債 務 者 弁 済 保証人弁済 第 三 者 弁 済 そ の 他

202,552,798

489,368 13,075,527 764,274,458

合 計 89,408,755 169,482,062 859,917 1,209,062,704 38,939,936 4,658,551

不動産・独立系・その他 25,596,377 41,570,481 816,364 679,052,515 3,673,826

89,726,773 1,602,138,698

外 資 系 7,116,425 30,145,039 - 89,682,198 1,014,708 314,958 1,435,388 129,708,716

信販・貸金・リース系 21,048,197 24,563,299 33,360 109,942,475 962,469 268,133 30,813,456 187,631,389

金 融 機 関 系 35,647,756 73,203,243 10,193 330,385,516 33,288,933 3,586,092 44,402,402 520,524,135

当期における特定金銭債権の回収実績(平成27年１月１日～平成27年12月31日)

　　　　　　回収の手法
出資母体等

物　的　担　保　付　き　債　権
合　計

競 売 任 意 売 却 代 物 弁 済 債 務 者 弁 済 保証人弁済 第三者弁済 そ の 他

競売 

5.6% 

任意売却 

10.6% 

代物弁済 

0.1% 

債務者弁済 

75.5% 

保証人弁済 

2.4% 

第三者弁済 

0.3% 

その他 

5.6% 

１ 物的担保付き債権の手法別回収状況 

【表５－１】 

強制執行 

0.7% 

債務者弁済 

84.3% 

保証人弁済 

10.1% 

第三者弁済 

0.8% 
その他 

4.1% 

２ 物的担保なし債権の手法別回収状況 

【表５－２】 

その他(4.1%)の内訳…破産等配当
1.4％，債権譲渡0.6%,その他2.1% 

その他(5.6%)の内訳…債権譲渡4.6％ 
破産等配当0.2％，その他0.9％ 

回収額 

1,602,138,698千円 

回収額 

458,537,418千円 
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